
令和7年4月号 6令和7年4月号7

税務課( 581･2121内線154～156）

令
和
令
和
77
年
度
年
度  

各
種
補
助
金

各
種
補
助
金  

44
月月
1414
日
㈪
か
ら
申
請
受
付
開
始
！

日
㈪
か
ら
申
請
受
付
開
始
！

※
詳
細
は
町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
担
当
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
予
算
額
に
達
し
た
時
点
で
受
付
終
了
と
な
り
ま
す
。

住
宅
改
修
資
金
補
助
制
度

　
町
で
は
、町
内
の
住
宅
改
修
施
工
業
者
と
契

約
し
居
住
用
住
宅
の
改
修
を
行
う
際
、そ
の
費

用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

▼�

申
請
期
間
／
令
和
8
年
1
月
30
日
㈮
ま
で

▼�

対
象
／
次
の
①
～
⑤
の
要
件
を
す
べ
て
満

た
す
方

①�

町
内
在
住
で
、町
の
住
民
基
本
台
帳
に
登
録

さ
れ
て
い
る
方

②�

対
象
と
な
る
住
宅
を
所
有
し
、か
つ
居
住
し

て
い
る
方

③�

町
税
等
の
滞
納
が
な
い
方

④�

対
象
と
な
る
改
修
工
事
に
つ
い
て
、ほ
か
の

補
助
制
度
を
受
け
て
い
な
い
方

⑤�

過
去
に
補
助
を
受
け
た
翌
年
度
か
ら
起
算

し
て
5
年
経
過
し
た
方

▼�

対
象
と
な
る
住
宅
／
次
の
①
～
③
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
建
築
物

①
個
人
住
宅︵
自
己
の
居
住
用
の
建
築
物
︶

②�

併
用
住
宅︵
個
人
住
宅
と
店
舗
や
事
務
所
等

が
同
一
の
建
築
物
に
な
っ
て
い
る
場
合
の

居
住
用
部
分
の
み
︶

③�

集
合
住
宅︵
ア
パ
ー
ト
等
の
所
有
者
の
自
己

居
住
部
分
の
み
︶

▼�

主
な
改
修
工
事
例

○
屋
根
や
外
壁
の
改
修
ま
た
は
塗
装
工
事

○
部
屋
の
防
音
や
断
熱
工
事

○
手
す
り
設
置
や
段
差
解
消
工
事

○
間
取
り
の
変
更
工
事

○
床
、内
壁
、天
井
等
の
改
修
工
事 

等 

▼�

対
象
工
事
／
町
内
に
事
業
所
が
あ
る
施
工

業
者
が
行
う
、工
事
費
が
20
万
円
以
上︵
消

費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
を
除
く
︶で
、令

和
8
年
2
月
末
日
ま
で
に
完
了
す
る
住
宅

改
修
工
事
。な
お
、交
付
決
定
後
30
日
以
内

に
着
工
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

※�

新
築
や
建
て
替
え
工
事
、補
助
金
交
付
決
定

以
前
に
着
手
し
た
工
事
等
は
対
象
外
と
な

り
ま
す
。詳
し
く
は
工
事
着
工
前
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼�

補
助
金
額
／
改
修
工
事
に
要
し
た
費
用︵
税

抜
︶の
10
％︵
上
限
額
20
万
円
︶

 

※
千
円
未
満
切
り
捨
て

 

産
業
振
興
企
業
誘
致
課

　
︵

5
8
1
･
2
1
2
1
内
線
4
1
2
︶

住宅改修資金
補助制度

　町では、コンパクトで持続可能なまちづくり
を推進するため、若い世代や子育て世帯のまち
なかにおける住宅取得を支援する補助制度を
実施しています。今年度から、新たに中古住宅
の取得に対しても補助します。

中
心
市
街
地
賑に

ぎ

わ
い
創
出
事
業

補
助
金

　
町
で
は
、中
心
市
街
地
の
賑
わ
い
創
出
の
た

め
の
イ
ベ
ン
ト
等
を
実
施
す
る
団
体
に
対
し
、

補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

▼�

申
請
期
間
／
令
和
8
年
２
月
27
日
㈮
ま
で

▼�

対
象
区
域
／「
寄
居
町
中
心
市
街
地
活
性
化

基
本
計
画
」で
設
定
し
た
区
域

▼�

対
象
団
体
／
3
人
以
上
で
構
成
さ
れ
る
団
体

▼�

対
象
事
業
／
中
心
市
街
地
の
賑
わ
い
創
出

を
目
的
と
し
て
実
施
す
る
イ
ベ
ン
ト
等

※�

令
和
8
年
3
月
25
日
㈬
ま
で
に
完
了
す
る

事
業

▼�

補
助
金
額
／
上
限
額
20
万
円

※�

補
助
金
額
は
総
事
業
費
か
ら
収
入
を
差
し

引
い
た
金
額

 

プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
戦
略
課

　
︵

5
8
1
･
2
1
2
1
内
線
4
3
1
︶

結
婚
新
生
活
支
援
事
業
補
助
金

　
町
で
は
、結
婚
に
伴
い
新
た
に
生
活
を
始
め

る
新
婚
世
帯
を
応
援
す
る
た
め
、住
宅
取
得

費
、賃
料
、リ
フ
ォ
ー
ム
費
用
、引
っ
越
し
費
用

等
を
補
助
し
ま
す
。

▼�

申
請
期
間
／
令
和
8
年
3
月
31
日
㈫
ま
で

▼�

対
象
要
件

〇�

夫
婦
共
に
婚
姻
日
に
お
け
る
年
齢
が
39
歳

以
下
の
世
帯

〇�

新
生
活
を
始
め
る
住
宅
が
町
内
に
あ
り
、申

請
日
に
お
い
て
夫
婦
の
双
方
、ま
た
は
一
方

 

生
活
環
境
エ
コ
タ
ウ
ン
課

　
︵

5
8
1
･
2
1
2
1
内
線
2
2
1
︶

エ
コ
ハ
ウ
ス
推
進
事
業
補
助
金

　
町
で
は
、温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
を
削
減
す

る
た
め
、個
人
の
方
を
対
象
に
省
エ
ネ
ル
ギ
ー

機
器
等
の
導
入
費
用
の
一
部
を
予
算
の
範
囲
内

で
補
助
し
ま
す
。

▼�

申
請
期
間
／
令
和
8
年
2
月
27
日
㈮
ま
で

▼�

対
象
／
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
方

〇�

寄
居
町
民
ま
た
は
、こ
れ
か
ら
寄
居
町
民
に

な
る
方
で
、自
ら
居
住
す
る
た
め
の
住
宅
に

機
器
を
設
置
す
る
方

〇�

住
宅
の
所
有
者
お
よ
び
共
有
者
に
町
税
の

滞
納
が
な
い
方

▼�

補
助
対
象
機
器

①�

太
陽
光
発
電
設
備	

②�

家
庭
用
燃
料
電
池
コ
ー
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン

シ
ス
テ
ム	

③�

家
庭
用
蓄
電
池	

④�

電
気
自
動
車
等
充
給
電
設
備︵
V
２
Ｈ
︶

⑤
地
中
熱
利
用
シ
ス
テ
ム	

⑥
太
陽
熱
利
用
シ
ス
テ
ム︵
自
然
循
環
型
︶

⑦
太
陽
熱
利
用
シ
ス
テ
ム︵
強
制
循
環
型
︶

▼�

補
助
金
額

①
～
⑤
１
基
当
た
り
７
万
円

⑥
、⑦
１
機
器
当
た
り
３
万
5
0
0
0
円

 

生
活
環
境
エ
コ
タ
ウ
ン
課

　
︵

5
8
1
･
2
1
2
1
内
線
2
2
3
･

　
2
2
4
︶

特
殊
詐
欺
対
策
機
器
購
入
費

補
助
金

　
町
で
は
、特
殊
詐
欺
対
策
機
能
の
付
い
た

固
定
電
話
機
や
機
器
の
購
入
費
の
一
部
を
補

助
し
ま
す
。

▼�

申
請
期
間
／
令
和
8
年
3
月
31
日
㈫
ま
で

▼�

対
象
／
次
の
①
～
③
の
要
件
を
す
べ
て
満

た
す
方

①�

町
内
在
住
で
、申
請
時
に
65
歳
以
上
の
方

②�

65
歳
以
上
の
方
を
1
人
以
上
含
む
世
帯
に

属
す
る
方

③�

こ
の
補
助
金
の
交
付
を
受
け
た
こ
と
が
な

い
方︵
そ
の
方
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る

家
族
を
含
む
︶

▼�

補
助
対
象
機
器

呼
び
出
し
前
に
自
動
応
答
し
、通
話
を
録

音
す
る
機
能
等
を
備
え
た
特
殊
詐
欺
の
対

策
の
た
め
に
開
発
さ
れ
た
固
定
電
話
機
お

よ
び
機
器︵
特
殊
詐
欺
対
策
機
器
︶の
購
入

に
要
し
た
費
用

※�

令
和
７
年
４
月
１
日
以
後
に
購
入
し
た
機

器
が
対
象

▼�

補
助
金
額

特
殊
詐
欺
対
策
機
器
購
入
費
の
2
分
の

1︵
上
限
額
1
万
円
︶

※�

送
料
、設
置
に
係
る
工
事
費
用
、購
入
後
の

保
守
等
に
係
る
費
用
等
を
除
く

 

生
活
環
境
エ
コ
タ
ウ
ン
課

　
︵

5
8
1
･
2
1
2
1
内
線
2
2
1
︶

が
当
該
住
宅
の
住
所
に
住
民
登
録
を
し

て
い
る
こ
と

〇�

夫
婦
の
所
得
を
合
算
し
た
額
が
5
0
0
万

円
未
満
で
あ
る
こ
と

▼�

補
助
上
限
額

〇�

夫
婦
の
年
齢
が
い
ず
れ
も
29
歳
以
下
の
世

帯 

➡ 

60
万
円

〇
右
記
以
外
の
世
帯 

➡ 

30
万
円

 

企
画
財
政
課

　
︵

5
8
1
･
2
1
2
1
内
線
4
6
1
︶

高
齢
者
向
け
自
転
車
用

ヘ
ル
メ
ッ
ト
購
入
費
補
助
金

　
町
で
は
、自
転
車
乗
車
中
の
事
故
で
最
も
死

者
数
の
多
い
65
歳
以
上
の
高
齢
者
を
対
象
に
、

ヘ
ル
メ
ッ
ト
購
入
費
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

▼�

申
請
期
間
／
令
和
7
年
11
月
28
日
㈮
ま
で

▼�

対
象
／
次
の
①
～
③
の
要
件
を
す
べ
て
満

た
す
方

①�

町
内
在
住
で
、申
請
時
に
65
歳
以
上
の
方

②�

こ
の
補
助
金
を
受
け
た
こ
と
が
な
い
方

③�

ヘ
ル
メ
ッ
ト
の
購
入
者
で
あ
り
使
用
者
の
方

▼�

対
象
と
な
る
ヘ
ル
メ
ッ
ト
／
次
の
①
～
④

の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
ヘ
ル
メ
ッ
ト

①�

令
和
7
年
4
月
1
日
以
降
に
購
入
し
た
も
の

②
新
品
の
も
の

③
ヘ
ル
メ
ッ
ト
使
用
者
1
人
に
つ
き
1
個

④�

安
全
基
準
の
認
証
が
あ
る
自
転
車
用
ヘ
ル

メ
ッ
ト

▼�

補
助
金
額
／
購
入
費
の
2
分
の
1︵
上
限

額
2
0
0
0
円
︶

※�

補
助
金
は
、ポ
イ
ン
ト
を
付
与
し
た

Yヨ
リ

o
r
i
‒
Cカa
カ
ー
ド
で
交
付
し
ま
す︵
使

用
期
限
は
令
和
8
年
3
月
31
日
㈫
ま
で
︶。

①子育て世帯かつ39歳以下の方　80万円
②子育て世帯の方　 60万円
③39歳以下の方　　40万円
※�中古住宅の取得の場合は、上記の2分の1の金額とな

ります。

申請期間

補助金額

令和8年3月19日㈭まで

まちなか居住促進補助金

　町では、地震に伴う家屋の倒壊による二次被
害を防止するため、住宅が密集する居住誘導区
域内で昭和56年5月以前に建築された住宅の
除却費用の一部を補助します。

除却工事に要する費用の２分の１
※�上限額40万円(町内事業者が除却工事

を行う場合は50万円)

申請期間

補助金額

令和8年2月27日㈮まで

まちなか旧耐震住宅除却補助金

　昭和56年5月以前の建築物(旧耐震住宅)は
『建築基準法』における耐震基準の改正以降の
建築物に比べ、地震の際に大きな被害が多い
ことが報告されています。耐震に関する補助
制度をご活用いただき、安全･安心な住まいづ
くりにお役立てください。

耐震診断に要した費用の2分の1
※ 上限額2万5,000円

申請期間

補助金額

令和8年2月27日㈮まで

木造住宅耐震診断助成金

　町では、町民の生活環境を守り、安全･安心
なまちづくりを推進するため、空き家の除却
費用の一部を補助します。

除却工事に要する費用の2分の1
※�上限額30万円(町内事業者が除却工

事を行う場合は40万円)

申請期間

補助金額

令和8年2月27日㈮まで

老朽空き家除却補助金

まちづくり整備課( 581･2121内線241）

中心市街地賑わい
創出事業補助金

高齢者向け自転車用
ヘルメット購入費補助金

エコハウス推進
事業補助金

寄居町特殊詐欺対策
機器購入費補助金 町公式

ホームページ

行政インフォメーション　INFORM
ATION

行政インフォメーション　INFORM
ATION


